
保護者の皆様へ 
ヒブワクチン（Haemophilus Influenzae Type b(Hib)）予防接種のお知らせ 

    
インフルエンザ菌 B 型（ヒブ）は乳幼児の細菌性髄膜炎などの感染症を引き起こす細菌で、感染し重症化すると肺炎、

喉頭蓋炎、敗血症等の全身感染症などを発症します。ヒブによる感染症の致命率は 0.4～4.6％、後遺症率は 11.1

～27.9％あります。 

しかし、平成25年からヒブワクチンが定期接種化されたことにより、ヒブによる重症感染症はほぼ100％予防可能

となり、重症のヒブ感染症は顕著に減少しました。 

生後６か月以降からヒブによる細菌性髄膜炎にかかるお子さんが増えますので、生後６か月までに初回３回の接

種を済ませておくことを推奨します。 
 

 

１ 標準接種年齢 

初回接種・・・生後２か月から７か月に至るまでの間（標準接種年齢）に３回接種 

追加接種・・・初回接種終了後７か月以上、標準的には１３か月までの間隔をあけて 1回接種 
  

２ 法定接種年齢 

  ヒブワクチンの法定接種年齢・・・「生後２か月の応当日の前日」から「５歳の誕生日の前日」まで 
  

３ 予防接種を受ける回数と標準接種期間・・・ヒブワクチンの接種回数は、接種開始時期によって異なります。 

  ＜ヒブワクチンの接種開始時期と接種回数＞ ※小児用肺炎球菌ワクチンとは接種回数・接種間隔が一部異なり

ます。 

（注１） 生後６か月以降からヒブによる細菌性髄膜炎にかかるお子さんが増えますので、生後６か月までに初回３回

の接種を済ませておくことが望ましいとされています。 

（注２） 初回接種を 1歳までに終了しなかった場合は、接種回数が変わります。該当する場合は感染症対策課予防接種係

へお問い合わせください。 
  

４ 異なるワクチン同士の接種間隔 

ヒブワクチンは不活化ワクチンなので、異なるワクチン同士の接種間隔に制限はありません。 

※他の予防接種との同時接種や接種間隔については、医師にご相談ください。 
  

５ 予防接種を受ける場所 

別紙一覧表にある医療機関で受けてください。 

※目黒区以外の２２区の医療機関でも受けられる場合があります。直接、当該区又は医療機関にお問い合わせください。  
  

６ 予防接種の費用 

  同封の予防接種予診票を使用し、法定接種年齢（上記２）の期間内に接種を受けたときは無料です。ただし、決め

られた医療機関以外で接種したり、法定接種年齢を外れて受けたときは有料になります。 
 

  

接種開始時期 接種回数 使用する予診票 接 種 間 隔 

生後２か月～ 
７か月に至るまで 

４回 

（注２） 

１回目・2回目・3回目・追加 

生後１２か月に至るまでの間に２７日（医師が必
要と認めた場合は２０日）以上、標準的には５６日
までの間隔で３回接種を行い、初回接種終了後７
か月以上、標準的には１３か月までの間隔をあけ
て１回追加接種 

生後７か月～ 

１歳に至るまで 

３回 

（注２） 

1回目・2回目・追加 

生後１２か月に至るまでの間に２７日（医師が必
要と認めた場合は２０日）以上、標準的には５６日
までの間隔で２回接種を行い、初回接種終了後７
か月以上、標準的には１３か月までの間隔をあけ
て１回追加接種 

１歳以上 

５歳に至るまで 
１回 1回目 １回接種  

（R6.4） 

【QRコードより 

目黒区ウェブサイトもご覧ください】 



７ 予防接種の副反応について 

主な副反応は、接種部位の発赤・腫脹（はれ）・硬結（しこり）等の局所反応です。また、接種部位以外の副反応とし

て発熱・不機嫌等が見られます。いずれも一過性で数日以内に軽快します。 

また、稀に生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状(ショック症状・じんましん・呼吸困難等)・けいれ

ん等が起こる可能性があります。 
 

８ 予防接種を受けるときのご注意 

（１） お子さんの健康状態の良いときに受けましょう。 
（２） このお知らせを読んでから、予防接種予診票に記入してください。接種当日は、接種予診票の太枠線の中を漏
れなく記入して、母子健康手帳と一緒に医療機関に持参してください。なお、体温については、医療機関で接種
直前に測ってください。 

（３） 接種の際には、保護者のかたか、日頃からお子さんの健康状態をよく知っていて医師の質問に答えられるか
たが付き添ってください。（保護者以外のかたが同伴する場合は、保護者からの委任状が必要です。下記１３をご
覧ください。） 

 

９ 予防接種を受けられないお子さん 

（１） 明らかに発熱しているお子さん(３７．５℃以上) 

（２） 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん 

（３） 予防接種やそれに含まれる成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかなお子さん 

（４） その他、医師が予防接種を受けるのに不適切な状態と判断したお子さん 
 

１０ 予防接種を受けた後は 

（１） 予防接種を受けた後３０分間は、お子さんの様子に変わりがないか特に注意してください。 

（２） 接種した当日は接種後１時間以上経てば、お子さんの状態を見て入浴させても差しつかえありません。ただし、

注射した部位はこすらないでください。また、激しい運動は避けてください。 

（３） 接種後、注射した所が赤くなったり、しこりができたり、痛んだりすることがあります。このような場合には、

安静を保ち、冷湿布してください。高熱、けいれん（ひきつけ）等の症状が起きた場合には、速やかに医師の診察

を受けてください。 
 

１１ ワクチンの同時接種について 

  医師が特に必要と認めた場合は、同時に複数のワクチンを接種することができます。 
  
１２ 予防接種による健康被害救済制度について 

予防接種の副反応による健康被害（医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害が残るこ

と）は、極めて稀ですがなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。 

予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるも

のであると厚生労働大臣が認定したときは、区により給付が行われます。救済制度の内容については厚生労働省

のホームページをご覧ください。 

また、決められた医療機関以外で接種したり、法定接種年齢を外れて受けたときは予防接種法に基づかない接種

（任意接種）として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

法に基づく救済を受けることになります。ただし、救済の対象や支給額等は予防接種法によるものと異なりますの

でご注意ください。 
 
１３ 接種当日保護者以外のかたが同伴される場合について 

諸事情により保護者が同伴できない場合は、委任状（区指定様式）を持参した代理人の同伴により接種すること

ができます。接種当日、保護者のかたは、緊急連絡が取れるようにしておいてください。 

委任状の用紙が必要な場合は、感染症対策課予防接種係へご連絡いただくか、下記の目黒区ウェブサイトより

ダウンロードしてください。 

委任状は予防接種の当日までに保護者本人が記載し、同伴者が医療機関に持参してください。医師の診察・説

明を受けた後、接種に同意する場合は、同伴者が予診票の保護者自署欄（同意欄）に、署名をすることになります。 
 
＜ウェブサイトのアドレス＞ 
https://www.city.meguro.tokyo.jp/himonya/kusei/onlineservice/kodomoininjou.html 
 

 

＜お問い合わせ＞ 

【感染症対策課予防接種係】 

【ＨＰ委任状（子どもの予防接種）】               〒153-8573目黒区上目黒２－１９－１５ 

☎０３－５７２２－７０４７ 


